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　灯油等の高騰に伴い、低所得者の老人世帯、重度心身障がい者世帯、ひとり親世帯などに対し、生活の一
助として冬季暖房に必要な福祉灯油等の助成を行いますので、該当者は12月１日（月）までに保健福祉セ
ンター保健福祉課福祉係にて申請してください。（代理申請も受付します）
◆助成対象◆
　平成20年11月１日現在において、和寒町に住所を有し、それ以後においても引き続き居住していることが
明らかに認められるもので、平成20年度の町民税が非課税の世帯で次のいずれかに該当する世帯。
　ただし、戸籍上の世帯が分かれていても、居住かつ生計を共にする構成員である場合（扶養を受けている
場合も含む。）及び福祉施設入所世帯並びに長期入院者を除く
１．対象世帯
　①老人世帯

　年齢65歳以上の単身老人世帯及び年齢65歳以上で構成される老人世帯（平成21年３月31日までに満
65歳に達する世帯を含む。）

　②重度心身障がい者世帯
　療育手帳、身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級の方が世帯主又は世帯構成員
となっている世帯、かつ、その者が同居している世帯

　③ひとり親世帯
　母子、父子の方で18歳未満の児童を扶養している世帯

　④生活保護世帯
　生活保護法による保護受給世帯

２．助成額
　１世帯当たり、灯油購入券10,000円分を支給する。ただし、灯油以外にあっては商品券10,000円の交
換券を支給するものとする。

３．助成方法
　申請により、対象者には決定通知書を送付いたしますので、決定通知書を灯油等取扱業者に渡すこと
により、灯油又は商品券を受領することができます。

４．申請に必要なもの
　印鑑、助成対象者であることを証明できる物（療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
等）

◆お問い合せ先◆
　　保健福祉センター　保健福祉課　福祉係　電話　32-2000

　交通安全協会主催（真鍋紘一会長）の第16回交通安全スポーツ大会（パークゴルフ）が９月20日（土）
に、総合運動公園で開催され、46名が参加しました。
　この大会は、秋の１日を健康の保持増進と交通安全を願って開催されたもので、開会式では、和寒町長、
士別警察署交通課長、交通安全協会長による交通事故の悲惨さについて話がされ、和寒町から交通事故によ
る死者を絶対に出さないよう、交通安全の励行を呼びか
けていました。このあと、参加者が思い思いのプレーを
楽しみました。入賞者は右のとおりです。

　第60回人権週間（12月４日～10日）の期間中、特設相談所を開設します。
　和寒町には、町長から推薦され、法務大臣が委嘱した次の人権擁護委員が各種相談に応じております。
　・吉　田　恵美子　和寒町字西町313番地　電話32-2863
　・荒　瀬　龍　男　和寒町字西町196番地　電話32-4504
　　　　　　　　　　　　　　　〔相談は無料で、秘密は固く守られます〕
◎人権擁護特設相談日程
　１．相談実施日：12月９日（火）
　２．相談時間：午後１時00分～午後３時00分まで（２時間）
　３．相談場所：保健福祉センター１階「相談室」
　※詳しくは、保健福祉センター内保健福祉課福祉係（電話32-2000）にお問い合わせください。

（敬称略）
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